
刊行にあたって

本書は、銀行業務検定試験「相続アドバイザー３級」の受験参考書とし

て刊行されたものです。過去の試験問題については、『相続アドバイザー

３級問題解説集』（銀行業務検定協会編）に収録されていますが、本書は、

試験問題を解くための必要知識について簡潔に解説し、試験合格に向けて

のサポート役として活用していただくことを第一義に編集しています。

金融機関にとって、相続に関する実務は個人取引におけるすべての業務

に関連するものであり、その知識の習得は正確かつ適切な事務処理のため

に欠くことはできません。相続の実務は主として民法に基づいて処理され

ますが、銀行業務検定試験「相続アドバイザー３級」は、その法的知識と

ともに相続税および事業承継などの周辺知識の習得度を判定するものであ

り、日頃の研鑽の成果を試すものとして、ぜひチャレンジすることをお勧

めします。

本書とともに、『相続アドバイザー３級問題解説集』も併せて活用され

ることによって「相続アドバイザー３級」に合格されることを祈念申し上

げます。

　2019 年６月

経済法令研究会

※�本書は、従来の「受験対策シリーズ」から「公式テキスト」に名称変更

したものです。
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☆　本書の内容等に関する訂正等の情報　☆
本書の内容等につき発行後に訂正等（誤記の修正等）の必要が生じ
た場合には、当社ホームページ（https://www.khk.co.jp/）に掲載い
たします。
（ホームページ書籍・DVD・定期刊行誌TOPの下部の 追補・正誤表 ）



－2－

出題【19年３月・問１／18年10月・問１／18年３月・問１／17年10月・問１】

◆学習のポイント◆

①　いかなる場合に相続が開始するのか理解する。

②　相続開始後の一般的なタイムスケジュールを把握する。

　　　相続の開始

相続とは、個人が死亡した場合に、相続人が、死亡した人（被相続人）

の財産に属したいっさいの権利・義務を包括的に承継することをいう。

相続は、被相続人の死亡によって開始する（民法 882 条。以下、民法に

ついては条数のみ記載する）。かつては、隠居を開始原因とする生前相続

の制度が存在したが、現在ではそのような制度は存在しない。また、相続

の開始について、相続人が被相続人の死亡の事実を知っているか否かは関

係なく、また死亡届や相続登記の有無も、相続開始の効果の発生時期を左

右するものではない。

　　　死亡の確認

⑴　死亡の証明

死亡の証明は、通常、戸籍によって行われる。人が死亡したときは、同

居の親族等（届出義務者）が死亡の事実を知った日から７日以内（国外で

死亡したときは、その事実を知った日から 3ヵ月以内）に、死亡者の死亡

地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場に死亡

届を提出する必要がある。死亡届が提出されると、死亡の事実が戸籍に反

１

２

相続の開始
１
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第Ⅰ章　相続の基礎知識

第
Ⅰ
章

映されることになる。

金融機関としては、相続事務の画一的処理のため、戸籍の記載事項に照

らして相続の開始について判断を行う。

⑵　失踪宣告および認定死亡

死亡の事実が確実に証明されない場合であっても、次の場合については、

死亡したものと扱われて相続が開始する。

①　失踪宣告

不在者の生死不明が一定期間継続した場合、利害関係人（不在者の配偶

者やその他相続人など）からの請求に基づき、不在者は、家庭裁判所の審

判（失踪宣告）により死亡したものと扱われる。

この失踪宣告には２種類があり、①不在者の生死が７年間明らかでない

場合には、その７年の期間が満了した時に死亡したものとみなされ（普通

失踪。30 条１項）、また、②戦争、船舶の沈没など、死亡の原因となるべ

き危難に遭遇し、その危難が去った時から１年間生死不明の場合には、危

難の去った時に死亡したものとみなされる（危難失踪。30 条２項）。

なお、失踪宣告を受けた不在者が生存すること、または、上記の時期と異

なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人または利

害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない（32条１項）。

②　認定死亡

ある者が水難や火災などにより死亡したことが確実であるものの、死体

が確認されない場合には、その取調べをした官公署等が死亡を認定し、市

町村長に死亡の報告を行い、それに基づいて戸籍に死亡の記載がなされれ

ば、その者は戸籍に記載された年月日に死亡したものと推定される（戸籍

法 89 条）。

　　　相続開始後のタイムスケジュール

相続開始後の一般的なタイムスケジュールは次頁のとおりである。なお、

相続税についての詳細は、本書第Ⅲ章を参照いただきたい。

３
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※�起算点は、①②③いずれも相続の開始があったことを知った日の翌日である
（①については、民法の条文上は「相続の開始を知った時」であるが、民法の
初日不算入の原則より、実質的には②③と同様と解される）。

出典　通信講座「相続手続き実務コース　TEXT１」（経済法令研究会）２頁

被相続人の死亡により相続が開始

遺言書がある場合は原則遺言書に従う

戸籍謄本により相続人を特定

被相続人のプラス財産（預貯金、不動
産等）・マイナス財産（借金等）の把握

相続放棄、限定承認、単純承認のいず
れかの決定

１月１日から被相続人死亡日までの所
得金額を税務署に申告・納付

相続人全員の話し合い・合意による遺
産分割協議書の作成

相続税が発生する場合

相続した財産の名義・登記の変更

（
①
３
ヵ
月
以
内
）

（
③
10
ヵ
月
以
内
）

（
②
４
ヵ
月
以
内
）

相続の開始

遺言書の確認

相続人の調査・確定

相続財産の調査

相続方法の決定

所得税等の準確定
申告　　　　　　

遺産分割協議

相続税の申告・納付

財産の名義書換
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第Ⅰ章　相続の基礎知識

第
Ⅰ
章

出題【19年３月・問２・3／18年10月・問２・47／18年３月・問２・３・43／17年10月・問２・43・50】

◆学習のポイント◆

①�　具体的な事案において、誰が相続人になるかについて理解す

る。

②　いかなる場合に代襲相続することになるのか理解する。

　　　原　則

民法は、相続人となりうる者について２つの類型を定めている。第１類

型は被相続人の配偶者、第２類型は被相続人の血族（血のつながりがある

者）である。

⑴　第１類型：被相続人の配偶者

被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となる（890 条）。

配偶者は、戸籍上の配偶者である必要があり、内縁関係があったとして

も相続人になることはできない。これは、相続に関する法律関係の画一的

処理の必要上、誰が相続人であるかは形式的に戸籍により明らかになった

方がよいと考えられているためである。

⑵　第２類型：被相続人の血族

被相続人の血族には、次のとおり、グループごとに相続する順位が付け

られている。先順位のグループがいない場合にはじめて、後順位のグルー

プが相続することができる。

①　第１順位グループ：子

第１順位グループは、被相続人の子である（887 条１項）。嫡出子か否

１

相続人の範囲と順位
２
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